


宇和島市空家等の適正管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

宇和島市空家等の適正管理に関する条例（平成27年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

改正前 改正後 

（所有者等の責務） （所有者等の責務） 

第４条 所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、

空家等の適切な管理に努めるものとする           

                     。 

第４条 所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、

空家等の適切な管理に努めるとともに、市が実施する空家等に関

する施策に協力するよう努めなければならない。 

（調査協力依頼） （調査協力依頼） 

第８条 市長は、前２条の調査を行うに当たっては、法第10条の規

定に基づき、関係部署及び関係する地方公共団体の長     

           その他の者に対し、当該空家等の所有者

等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができるものとす

る。 

第８条 市長は、前２条の調査を行うに当たっては、法第10条の規

定に基づき、関係部署及び関係する地方公共団体の長、空家等に

工作物を設置している者その他の者に対し、当該空家等の所有者

等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができるものとす

る。 

（改善指導） （改善指導） 

第10条 市長は、法第14条第１項の規定により、特定空家等の所有

者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採

その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（第２条第

２号ア又はイに掲げる状態にない特定空家等については、建築物

の除却を除く。次条において同じ。）をとるよう助言又は指導を

することができる。 

第10条 市長は、法第22条第１項の規定により、特定空家等の所有

者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採

その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（第２条第

２号ア又はイに掲げる状態にない特定空家等については、建築物

の除却を除く。次条において同じ。）をとるよう助言又は指導を

することができる。 

（勧告） （勧告） 



第11条 市長は、前条の規定による助言又は指導をした場合におい

て、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、

法第14条第２項の規定により、当該助言又は指導を受けた者に対

し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他

周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告

することができる。 

第11条 市長は、前条の規定による助言又は指導をした場合におい

て、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、

法第22条第２項の規定により、当該助言又は指導を受けた者に対

し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他

周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告

することができる。 

（措置命令） （措置命令） 

第12条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由が

なくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必

要があると認めるときは、法第14条第３項の規定により、その者

に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとるこ

とを命ずることができる。 

第12条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由が

なくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必

要があると認めるときは、法第22条第３項の規定により、その者

に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとるこ

とを命ずることができる。 

２ 市長は、前項の措置を命じようとする場合においては、法第14

条第４項の規定により、あらかじめ、その措置を命じようとする

者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の

提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命

じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を

提出する機会を与えなければならない。 

２ 市長は、前項の措置を命じようとする場合においては、法第22

条第４項の規定により、あらかじめ、その措置を命じようとする

者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の

提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命

じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を

提出する機会を与えなければならない。 

３ 前項の通知書の交付を受けた者は、法第14条第５項の規定によ

り、その交付を受けた日から５日以内に、市長に対し意見書の提

出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することがで

きる。 

３ 前項の通知書の交付を受けた者は、法第22条第５項の規定によ

り、その交付を受けた日から５日以内に、市長に対し意見書の提

出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することがで

きる。 

４ 市長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合にお

いては、法第14条第６項の規定により、第１項の措置を命じよう

とする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取

を行わなければならない。 

４ 市長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合にお

いては、法第22条第６項の規定により、第１項の措置を命じよう

とする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取

を行わなければならない。 



５ 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、

法第14条第７項の規定により、第１項の規定によって命じようと

する措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の３日前まで

に、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなけれ

ばならない。 

５ 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、

法第22条第７項の規定により、第１項の規定によって命じようと

する措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の３日前まで

に、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなけれ

ばならない。 

６ （略） ６ （略） 

（行政代執行） （行政代執行） 

第14条 市長は、第12条第１項の規定により必要な措置を命じた場

合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないと

き、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに

完了する見込みがないときは、法第14条第９項の規定により、行

政代執行法（昭和23年法律第43号）の定めるところに従い、自ら

義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせること

ができる。 

第14条 市長は、第12条第１項の規定により必要な措置を命じた場

合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないと

き、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに

完了する見込みがないときは、法第22条第９項の規定により、行

政代執行法（昭和23年法律第43号）の定めるところに従い、自ら

義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせること

ができる。 

 

附 則 

この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律（令和５年法律第50号）の施行の日から施行する。 


